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平成 年 月 日（金）

号外第 号

16 10 15

153

毎週火 金曜日発行･

条 例 等 条 項 申請等及 処分通知等 内容 開始日

鳥取県情報公開条例（平成 年鳥取県条

例第 号）

第 条第 項 公文書 開示請求 平成 年 月 日

鳥取県公有財産事務取扱規則（昭和 年

鳥取県規則第 号）

第 条 公有財産 取得等 事務手続 終

了報告

〃

職員 旅費 関 条例（昭和 年鳥取

県条例第 号）

第 条第 項 職員 旅費 請求 〃

鳥取県男女共同参画推進条例施行規則

（平成 年鳥取県規則第 号）

第 条第 項 男女共同参画推進員 対 行

県 施策 係 苦情 申出及 知

事 申出 対 県 対応結果

通知 係 不服 申出

平成 年 月 日

鳥取県海洋生物資源 採捕 数量等 報

告 関 規則（平成 年鳥取県規則第

号）

第 条第 項及

第 項

第一種特定海洋生物資源 採捕

数量等 報告

平成 年 月 日

港湾法施行細則（昭和 年鳥取県規則第

号）

第 条第 項及

第 項

港湾施設 使用等 許可 申請 〃
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◇ 鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関 条例施行規則 情報通信

技術 利用 方法 行 、又 行 申請等及 処分通知等（ ）

（行政経営推進課）……………………………………………………………………………………

県道 区域 決定（ ）（道路課）…………………………………………………………………

県道 供用 開始（ ）（〃）………………………………………………………………………

鳥取県行政手続等 情報通信 技術 利用 関 条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号）第 条

規定 基 、情報通信 技術 利用 方法 行 、又 行 申請等及 処分通知等 次

定 、告示 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

告 示

鳥取県告示第 号
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路 線 名 区 間
敷地 幅員

（ ー ）

敷地 延長

（ ー ）

渡余子停車

場線
境港市渡町字取溝 地先 同市渡町字外江道 地先 ～

路 線 名 区 間 供用開始 期日

渡余子停車

場線
境港市渡町字取溝 地先 同市渡町字外江道 地先 平成 年 月 日

の

メ トル

の

メ トル

から まで

の

から まで
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発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

鳥取県告示第 号

鳥取県告示第 号

767

768

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 基 、県道 区域 次 決定 、同項

規定 告示 。

関係図面 、平成 年 月 日 週間鳥取県県土整備部道路課（鳥取市東町一丁目 ） 一

般 縦覧 供 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 基 、次 県道 供用 開始 、同項

規定 告示 。

関係図面 、平成 年 月 日 週間鳥取県県土整備部道路課（鳥取市東町一丁目 ） 一

般 縦覧 供 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博
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